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☆［春宵一刻］リーフデ号と徳川家康 ……… ⑻
☆ドイツにおける完成車メーカーに対する

差止認容判決とLicense to All問題の行方 ⑴

１　はじめに
　本年８月８日にマンハイム地裁がNokiaのLTE（４
G）無線通信規格に関する標準規格必須特許（SEP）
に基づくDaimlerに対する差止請求を認容する判決
を言渡し（２ O 34/19）、世界中で大きく報道された。
　その後も、９月10日にミュンヘン地裁が同様に
SharpのLTE（４G）無線通信規格SEPに基づく
Daimlerに対する差止請求を認容する判決を言渡し

たほか（７ O 8818/19）、本稿入稿後の2020年11月26
日には、デュッセルドルフに係属しているNokiaの
Daimlerに対する差止請求訴訟の判決言渡しが予定
されている。
　IoTの進展によって無線通信規格を中心とする
SEPの実施者の範囲が自動車業界に象徴される非
ICT事業者やSMEにまで急激に広がり、最終製品
メーカーまたは特許発明を直接実施する部品のメー
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ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所

弁護士 松永　章吾

知的財産法務を専門分野とする弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきました
が、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、
論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知
られており、多数の相談実績を有しています。
みやび坂総合法律事務所は、特許、著作権、商標、不正競争防止法及び意匠等の知的財産法務の他、
職務発明制度を含む知財制度設計に関するコンサルティング・サービスを提供しています。また、企
業法務（海外を含む）に加え、難易度の高い家事事件にも積極的に取り組んでいます。
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みやび坂総合法律事務所


